
利用団体向け 

 

 

講堂・教室等の使用に係る感染防止対策 

 

新型コロナウイルス COVID-19 の感染拡大については依然予断を許さない状況が続いており、

駒場キャンパスにおいては、感染拡大防止の観点から出来る限りの対応をしているところです。

ついては、貴団体におかれましても、講堂・教室等の使用にあたっては、次のとおりご対応くだ

さいますようお願いいたします。 

 

 

１．受験（利用）者への連絡事項について 

受験（利用）者に以下の点について事前に周知してください。 

・試験当日のマスク着用必須 

・携帯用消毒アルコール使用可 

・試験当日の検温実施（37.5℃以上の発熱等体調不良者の受験不可） 

 ・キャンパス内での飲食の際には、他者との距離をとり、飛沫が飛ばないよう静かにとる旨を

注意 

 ・試験で利用する号館以外に立ち入らない旨を注意 

 ・ごみは各自持ち帰る旨を指示 

 

２．受験（利用）者の入構について 

 当日は正門からのみ入構できます。正門守衛所は本学学生・教職員の入構確認をしますが、 

受験（利用）者の入構については対応できませんので、以下の点をご配慮の上ご対応をお願い 

します。 

 ・正門付近に受験者が滞留しないよう誘導（間隔を空けるよう指示等） 

 ・受験票等による本人確認 

 ・当日の体温、体調の確認（発熱等体調不良者の入構不可） 

 ・マスクを忘れた受験（利用）者への対応（マスクの配付又は貸与） 

 

３．試験室（講堂・教室）における対応について 

 試験室（講堂・教室）においては、以下の点について対応をお願いします。 

 ・正門から試験室のある号館まで最短距離を外れないよう誘導 

・平常の試験実施時よりも受験者の座席間を空ける等、配置上の工夫を実施 

・試験室の扉、窓を開放することによる換気の徹底 

・試験室の入り口に消毒用アルコールを設置 

 

 



４．使用後の清掃・消毒について 

 試験等が終了し、受験（利用）者が退構した後、使用した教室や当該フロアのトイレ等の共用

部分について、清掃及びアルコール消毒をお願いします。 

 （本キャンパスの清掃業者に依頼することも可能です。希望される場合はご連絡ください） 

 

５．受験（利用）者の感染があった場合の対応について 

使用後において、受験（利用）者から新型コロナウイルス感染の旨の報告があった場合は、当

該受験（利用）者の状況等について、速やかに教務課教務企画チームまでご連絡ください。 

 

６．今後感染が拡大した場合について 

今後感染が急速に拡大し、本学の活動制限レベルが上がる等、状況に著しい変化が生じた場合

は使用許可を取消させていただく場合があります。ついては恐れ入りますが、その場合の実施時

期の延期や他会場の確保等についても予めご検討をお願いします。 
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